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市第37号議案 

   公立大学法人横浜市立大学の定款の変更 

 公立大学法人横浜市立大学定款（平成17年４月１日施行）の一部

を次のように変更する。 

   令和６年９月10日提出 

                 横浜市長 山 中 竹 春 

別表中 

「 

土   地 金沢区柴町379番の１  宅 地   8,117.02㎡ 

土   地 金沢区柴町379番の３  宅 地  474.97㎡ 

                             」 
 

を 

「 

土   地 金沢区柴町379番の１  宅 地   8,117.02㎡ 

                             」 
 

に改める。 

   附 則 

 この定款の変更は、総務大臣及び文部科学大臣の認可の日から施

行する。 

 

   提 案 理 由 

 公立大学法人横浜市立大学が保有する財産を横浜市に納付するた

め、公立大学法人横浜市立大学定款を変更したいので提案する。 
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 参  考  

公 立 大 学 法 人 横 浜 市 立 大 学 定 款 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  変 更 案     
                    (下 段  現  行)   

別 表 （ 第 24 条 関 係 ） 

資産の種別     所      在      地 地 目  地  積  

              （省        略）              

土   地  金沢区柴町379番の１  宅 地  8,117.02㎡ 

           

土   地  

            

金沢区柴町379番の３      

   

宅 地 

            

     474.97㎡ 

              （省        略）              

 
    
 

地 方 独 立 行 政 法 人 法 （ 抜 粋 ） 

 （ 定 款 ） 

第 ８ 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 

２  定 款 の 変 更 は 、 設 立 団 体 （ 設 立 団 体 の 数 を 増 加 さ せ る 場 合 に お

け る 定 款 の 変 更 に あ っ て は 、 設 立 団 体 及 び 加 入 設 立 団 体 （ 新 た に

設 立 団 体 と な る 地 方 公 共 団 体 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） ） の 議 会 の 議

決 を 経 て 前 条 の 規 定 の 例 に よ り 総 務 大 臣 又 は 都 道 府 県 知 事 の 認 可

を 受 け な け れ ば 、 そ の 効 力 を 生 じ な い 。 た だ し 、 そ の 変 更 が 政 令

で 定 め る 軽 微 な も の で あ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。   

（ 第 ３ 項 及 び 第 ４ 項 省 略 ） 

（ 設 立 の 認 可 等 の 特 例 ） 

第 80 条  公 立 大 学 法 人 に 関 す る こ の 法 律 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 

こ の 法 律 中 「 総 務 大 臣 」 と あ る の は 、 「 総 務 大 臣 及 び 文 部 科 学 大 

臣 」 と す る 。 
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